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1.審査

(1)審査の意義

(2)現行の審査委員会の位置付け

(3)電子レセプトの審査の流れ



○ 審査とは、診療行為が保険診療ルールに適合するか

どうかを確認する行為。
○ 個別性を重視する医療の要請と画一性を重視する

保険の要請との間で「折り合い」を見出すことが本質的
に困難な面がある。

○ 現行の保険診療ルールは、相当程度の裁量の余地
を認めているため、診療行為が保険診療ルールに適合
するかどうかをすべて機械的に判断することは、不可能。
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機械的な判断が1不可能である保険診療ルニルの例

1.療養担当規則における投薬の扱いの例

○ 「投薬は必要と認められる場合に行う。」

○ 「治療上1剤で足りる場合には1剤を投与し、必要と認められる場合には2剤
以上を投与する6」

2日 点数表における救急医療管理加算等の扱いの例

○ 「その他OOに準じるような重篤な状態」

3.その他の例

(1)医薬品の用法・用量

○ 「年齢・症状により適宜増減」(医薬品の添付文書に記載)

(2)医薬品の適用外使用 (日召和55年、保険局長通知)

○ 医薬品の適応症に該当しない場合であつても、「有効性及び安全性の確認され

た医薬品を薬理作用に基づいて処方した場合の取り扱いについては、学術上誤り

なきを期し二層の適正化を図ること。」

○ 「診療報酬明細書の医薬品の審査に当たつては、厚生省が承認した効能効果

等を機械的に適用することによって都道府県の間においてアンバランスを来たす
ことのないようにすること。」
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´審 査 委 員 長 の 役 職
(平成22年4月 1日 現在

審査委員会を代表する審査委員長については、次のいずれかに該当する

学識経験者より選任。

① 公的医療機関等(国公立病院又は地域支援病院)に勤務している医師

② 地域医療に貢献している医師
③ ①又は②に従事した経験を有する医師

地域医療に

貢献している医師

開 業 医 21名
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審査委員の状況 (医科歯科計 )

1.審査委員数

4.476名

4.年齢別構成割合

2.審査委員長及び副審査委員長
の平均年齢

審査委員長  : 67歳 1lヶ月

副審査委員長 :63歳 1lヶ月

5.勤務形態別構成割合

(平成22年4月 1日 現在 )

3.平 均在任期間

7年 3ヶ月

6.診療科別構成割合

耳鼻咽喉科
167名 (37%)

眼科

172名 (38%)

産婦人科

70代
2034強 (4
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審査委員の曜日別出席状況
(平成22年 3月 審t査分 )
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原審査査定点数における職員寄与率 (平成22年 3月 審査分 )

(医科・歯科計 )

55,593千点

(31.00/o)

職員の疑義付せん貼付
による原審査査定点数職員の疑義付せん貼付に

よらない原審査査定点数
123:455千 点

(69,0%)

′

原審査査定点
179,048千点

(100%)
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医薬品チエックの状況 (平成22年4月 請求分 )

○チェック対象レセプト

○チェック対象医薬品

○チェック項目

:医科及びDPC出来高分の電子レセプト

:電子レセプト請求用の医薬品コード(¬ 8,869品 目)の4.9%に相当する926品 目

:適応傷病名の有無及び投与量口投与日数の適否

チェック対象レセプト
①約3,400万件

システムチェックを通じて

疑義付せんが貼付された
レセプト

③約24万件

【7.5%】 (③ノ②)

チェック対象医薬品を含む
チェック対象レセプト

②約314万件

【9。 4%】⑫ノ①)

職員が点検して

疑義としたレセプト

④約3.0万件

【12.6%】 (④ノ③)

審査委員が審査して

査定としたレセプト

⑤約1.5万件

【6.4%】 (⑤/③ )

システムチェックを通じて

疑義付せんが貼付されたレセプト

③約24万件
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